
日弁連業3第936号

2022年（令和4年)： 12月1日

法務大臣齋藤 健殿

I
日本弁護士連合会

会長小林元

弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に

ついて（報告）

弁護士法第5条の3第2項の規定に基づき、標記研修の履修の状況について、

別紙のとおり報告します。



報告事項1 研修生の氏名及び生年月日

1956年12月29日

1958年7月3日

1972年10月5日

1953年12月12日

1972年9月13日

1982年4月15日

1986年1月2日

1983年4月23日

1962年7月23日

1984年11月17日

西山英彦

鈴木良之

野村彰延

井櫻久充

水谷真

平田猛

田中かよ子

橋本康

岸本浩

佐藤弘一
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■①訴状(1)､②訴状(2)､③弁論要旨等､④準備書
面､⑤契約書起案を配付

【午前】10時～12時【午後】1時～4時
研修を始めるに当たってのガイダンス､司法研修所の民
事第1審手続解説ビデオ上映と解説､基礎的な択一式問
題 ’
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ガイダンス｡民事裁判手続火 516

【午前】10時～12時【午後】1時～4時
司法研修所の刑事弁謹ビデオ上映と解説､基礎的な択一
式問題刑事弁護概論水水 517
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■①訴状(1)起案提出【午前中必着】
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【午前】10時～12時【午後】1時～4時民事弁護概論
寸醗活動
刑事弁護(1)

要件事実

事実認定
刑事弁護(2)

【午前】10時～午後1時 【午後】2時～4時

【午前】10時～12時【午後】1時～4時’
訴状(1)講評 【午前】10時～12時【午後】1時～4時
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法律事務所における実務研修
（8/29-9/22） ．

※執務の開始｡終了時刻は
事務所によって異なります。

■②訴状(2)起案提出【午後5時30分必着】
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■③弁論要旨④準備書面,⑤契約書起案提出
【午後5時30分必着】月
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訴状(2)講評 【午前】10時～12時【午後】1時～5時

可弁論要旨等講評
準備書面講評
契約書,和解条項講評
集合研修の確認

弁護士倫理

【午前】10時～12時【午後】1時～5時

【午前】10時～12時【午後】1時～5時

【午前】10時～12時【午後】1時～5時

30金 【午前】10時～11時30分【午後】12時30分～5時
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報告事項3研修生の研修における出席状況及び受講態度

本年度の研修生の出席状況及び受講態度について、以下のとおり報告します。
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報告事項4研修の課程を修了したと法務大臣が認めてよいかどうかについての

意見

研修の課程を修了したと認められる者

西山英彦

鈴木良之

野村彰延

井櫻久充

水谷真

平田猛

田中かよ子

橋本康

岸本浩

佐藤弘一

1

2研修の課程を修了したと認められない者

なし
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報告事項5 その他参考となる事項

1 本年度の研修生

本年度の研修を受講する者（以下「研修生」 という｡）は10名で、内訳は特

任検事1名、企業法務5名、公務員4名であった。

2本年度のカリキュラムの特徴

本年度のカリキュラムは、報告事項2のとおりである。

本年度も、基本講義（集合研修Ⅱ）の行われる前に2日間、民事、刑事の各訴

訟手続について基礎的知識を学ぶこととし、民事につい《ては司法研修所の「民事

訴訟第一審手続の解説一ある保証債務履行請求事件を題材として一」 （令和元年

版)、刑事については司法研修所制作による『はじめての裁判員裁判」の各DV

Dを上映しながら講師による解説を行った。そして、 この際に民事・刑事の基礎

的な択一式の設問を行い、研修生に現時点での自身の理解度を自覚してもらうこ

ととした。

また、これからの起案がどのようなものかを教えるために、本来の起案の前に

研修生に訴状の起案（起案1）を作成・提出させ、これを添削の上、基本講義の

最終日に返却し、その後の起案への準備をさせることとした。

そして、この起案についての評価(ABCD)については、講評時に研修生に

も伝え、今後の起案作成の参考にしてもらった。

なお、本年度は集合研修全11日間を会場で実施したが、講師と研修生及び研

修生同士の間隔を十分に取るようにした。また、従来起案講評日の昼休みに講師

らと食事をとりながら、研修生から起案に当たって苦労した点などを聞いたり、

研修担当者が直接、今後の受講や起案についての助言を与えることをしていたが、

本年度は昨年度に続き新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、実施し

なかった。

3研修の結果について

本年度の研修の結果は、報告事項4のとおりである。研修を修了したと認めら

れるか否かについては、集合研修担当講師による会議、日弁連総合研修センター

による検討を経た後、研修修了審査会議において最終的な検討を行った。研修の

結果については、 「弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修にお

ける日弁連総合研修センターの評価及び意見に関する基準」第3条及び第4条に

基づき決定した。
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4研修の修了について

「研修が修了したと認められるか否か」については、起案2ないし5の各評価

と講評での応答や受講態度、それに実務研修の状況などを検討し、D評価の有無

等によって判断することとした。
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（1）受講状況について
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(2)予習について

法務省が受講経験者を講師にするなどして、研修に臨む姿勢についてガイダ

ンスを行ったことは、一定の役割を果たしていたと思われる。
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参考資料】令和4 士となる資格付与のための

西山英彦

鈴木良之

野村彰延

匠
平田猛

田中かよ子

橋本康

岸本浩

佐藤弘一


